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■ 大阪河﨑リハビリテーション大学親睦会規約 
 

第１章 総 則 

（名称及び所在地） 

第１条 本会は、大阪河﨑リハビリテーション大学 親睦会（略称 POST）（以下「本会」）

と称する。所在地は、大阪府貝塚市水間１５８番地とする。 

 

（目的） 

第２条 本会は、学生相互の親睦を深めるとともに、学術の向上、学内外の風紀や美し

い環境の維持・向上、教職員や卒業生等との交流を通じて豊かな人間性と社会性を身

につけ、健全な学生生活の向上発展を目指すことを目的とする。 

 

（会員及び構成） 

第３条 本会は、本学の全学生により構成する。 

（事業及び活動） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するために次に掲げる事業及び活動を行う。 

（１） 新入生歓迎会、大学祭、卒業生送別会等、学生相互の親睦を深める事業及び活

動 

（２） 課外活動に関する事業及び活動 

（３） 学術研修に関する事業 

（４） 学内外の風紀の維持・向上に関する活動 

（５） 学内及び周辺地域の美化に関する活動 

（６） 大学学生委員会との連絡調整に関すること 

（７）  その他「第２条に定める目的を達成するために必要」とＰＯＳＴ代表議会で決

議されたこと 

 

（会員の義務及び権利） 

第５条 本会の会員は、次の義務を負い、権利を有する。 

（１） 本会の規約に従う義務 

（２） 会費を納める義務 

（３） 本会が主催または後援する事業及び活動に参加する権利 

（４） 会計に関する質問をし、意見を述べる権利 

 

（機関） 

第６条 本会は、次に掲げる機関を設ける。 

（１） ＰＯＳＴ代表議会 

（２） 執行部会 

（３） クラス代表委員会 
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（４） 課外活動代表委員会（体育会・文化会） 

 

第２章 機 関 

第１節 ＰＯＳＴ代表議会 

（性格と構成） 

第７条 ＰＯＳＴ代表議会は本会の最高議決機関であり、執行部会、クラス代表委員会

の委員及び課外活動代表委員会代表により構成される。 

 

（召集） 

第８条 ＰＯＳＴ代表議会は、必要に応じ執行部会により召集される。 

 

（成立） 

第９条 ＰＯＳＴ代表議会は、次の各号によって成立する。 

（１） ＰＯＳＴ代表議会の定足数は、構成員の５分の４以上とし、これを満たさない

場合は流会とする。 

（２） 代理による出席は認める。 

（３） ＰＯＳＴ代表議会への出席がない場合、その団体のＰＯＳＴにおける権利が制

限される。 

（４） 実習期間及びその前後一週間は、その旨を会長に連絡することをもって出席義

務から免除される。 

（５） （４）号において出席義務を免除された者は、その期間終了後、議事内容を確

認し、クラスへ伝達しなければならない。 

（６） （５）号を行わない場合、ＰＯＳＴにおける権利が制限される。 

 

（決議事項） 

第１０条 ＰＯＳＴ代表議会は、次の事項を議決、承認または審議する。 

（１） 本会の運営に関する基本的事項 

（２） 会費に関する事項 

（３） 本会規約の改正等に関する事項 

（４） 前年度の決算並びに会計の報告 

（５） 前年度の活動報告 

（６） 当年度の予算案及び活動方針 

（７） 執行部会役員の信任に関する事項 

（８） 体育会（課外活動）の基本方針及び親睦会費の配分額 

（９） 文化会（課外活動）の基本方針及び親睦会費の配分額 

（10） その他 

 

（議長） 

第１１条 ＰＯＳＴ代表議会の議長は、執行部会の会長があたる。 

 

 

（議決） 
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第１２条 ＰＯＳＴ代表議会の議決は、出席構成員の過半数によって決する。可否同数

の場合は、議長がこれを決する。 

 

（傍聴及び公開質問状） 

第１３条 本会の会員は、ＰＯＳＴ代表議会の審議を傍聴することができる。審議内容

に疑義がある場合、公開質問状を作成し、ＰＯＳＴ代表議会に提出することができ

る。ＰＯＳＴ代表議会は、公開質問状をうけて、審議する義務を負う。 

 

（行事の許可） 

第１４条 本会において可決され、学内及び学外において開催される行事に関しては、

安全、風紀、適切な施設利用について大学学生委員会の許可を得なければならない。 

 

（書記） 

第１５条 ＰＯＳＴ代表議会の議事の記録は、執行部会の書記があたり、ＰＯＳＴ掲示

板への掲示及び大学学生委員会への提出を行う。記録の保管は、執行部会で５年間

行う。 

 

 

第２節 執行部会 

（執行部会の目的） 

第１６条 本会を運営し、議案を立案し決議事項を執行するため、執行部会を設置する。 

（構成） 

第１７条 執行部会は、次の役員をもって構成する。 

（１） 会長 

（２） 副会長 

（３） 書記 

（４） 会計 

 

（役員の選出） 

第１８条 執行部会役員は、クラス代表委員会から選出する。 

２ 会長は、自薦や他薦により選出される。 

３ 会長は、他の執行部会役員を指名する 

 

（任期） 

第１９条 役員の任期は、当該年度の 4 月１日から翌年 3 月３1 日までの１年とする。 

 

（召集） 

第２０条 執行部会は、原則として月１回会長が召集する。 

 

（会長） 

第２１条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
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（副会長） 

第２２条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

２ 副会長は、書記及び会計の業務を管理する。 

 

（書記） 

第２３条 書記は、ＰＯＳＴ代表議会及び執行部会の記録をし、ＰＯＳＴ掲示板への掲

示及び大学学生委員会への提出を行い、その保管をする。 

 

（会計） 

第２４条 会計は、本会運営に関する会計全般の業務を務める。 

２ 大学学生委員会は、親睦会費の納入及び支出に関して会計を支援する。 

 

 

第３節 クラス代表委員会 

（目的） 

第２５条 クラス代表委員相互の敬愛と協力によって、大学生活を充実させ、第２条に

規定する目的を達成するため、各クラスにクラス代表を設置する。 

 

 

（構成） 

第２６条 クラス代表委員会は、各クラス代表によって構成される。 

 

（選出） 

第２７条 クラス代表を毎年４月初旬にクラス単位で選出し、大学学生委員会に届けな

ければならない。 

２ クラス代表の任期は、１年とする。 

 

（クラス代表） 

第２８条 クラス代表は、次の各号に掲げる事項を担当する。 

（１） 本会の議事に関する事項 

（２） クラスの運営及び学生生活に関する事項 

（３） 本会およびクラスとの連絡調整に関する事項 

（４） その他クラスでの必要な事項 

 

第４節 課外活動代表委員会 

（目的） 

第２９条 各団体の活動の円滑な運営のために、課外活動代表委員会を設置する。 

 

（構成） 

第３０条 課外活動代表委員会は、次の構成員をもって組織する。 

（１） 学長に承認された体育会の「各団体」の代表 

（２） 学長に承認された文化会の「各団体」の代表 
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（決議事項） 

第３１条 課外活動代表委員会は、次の事項を議決、承認または審議する。 

（１） 施設使用調整  

（２） ＰＯＳＴ課外活動補助費及び大学課外活動補助費の分配に関する事項 

（３） 各団体の活動に関する事項 

（４） その他、各課外活動の円滑な運営のために必要な事項 

 

（運営） 

第３２条 各団体は、大学学生委員会と課外活動代表委員会が定める「課外活動代表委

員会規約」に従い、安全、風紀、適切な施設利用について大学学生委員会の許可を

得なければならない。 

 

第３章 会計・会計監査 

 

（財源） 

第３３条 本会の経費は、年会費及び寄付金その他をもって充てる。 

 

（年会費） 

第３４条 会員の年会費は、３，０００円とする。 

２ 会員の年会費は、入学時に４年間分１２，０００円を全納するものとする。 

３ 会員の在籍期間が５年目を超える場合は、追加徴収はしないものとする。 

４ 途中退学の場合は、返金はなしとする。 

５ 編入学生は、入学時に３年間分９，０００円を全納するものとする。 

６ 会費を納入しない場合は、ＰＯＳＴの権利が制限される。 

 

（会計年度） 

第３５条 会計年度は、毎年 4 月１日に始まり翌年 3 月 31 日をもって終わる。 

 

（予算） 

第３６条 本会の予算は、毎会計年度開始前に各団体及び執行部会が作成し、執行部会

でとりまとめる。 

 

（通帳の管理） 

第３７条 本会の会費は、本学学生部長名義の通帳で管理し、本学の金庫にて保管する。 

 

（経費の支出） 

第３８条 経費の支出が必要な場合は、執行部会会計がそれを行い、確認を副会長が行

う。 

２ 執行部会会計から分配された予算の支出に際しては、必ず領収書を受け取り「領収

書台紙」へ貼り付け、「支出計算報告書」に添付して、各団体で集計し、その後、執
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行部会会計がとりまとめなければならない。 

 

（決算） 

第３９条 本会の決算は、毎会計年度終了時に執行部会が作成する。 

 

（会計監査） 

第４０条 会計監査は、大学学生委員会が監査業務を務める。 

２ 会計監査は、次に掲げる職務を行う。 

（１） 会計の運営について監査をすること 

（２） 決算報告書を審査すること 

 

第４章 補 則 

（規約の改正） 

第４１条 本会規約の改正は、ＰＯＳＴ代表議会の出席者の３分の２以上の賛同によっ

てなされる。 

 

附 則 

1 この規約は、平成 19 年 11 月 6 日から施行する。                          

2  本会の発足時における会費は、第 50 条の規定にかかわらず、一期生は 4 年間の会

費の残額 6,000 円を、二期生は 9,000 円を、平成 20 年 4 月中に納めるものとする。 

 

附 則（平成 20 年 10 月 14 日 定例総会変更） 

この規約は、平成 20 年 10 月 14 日から施行する。 

附 則（平成 21 年 12 月 21 日 定例総会変更） 

１  この規約は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２ 本会の平成 21 年度の会計年度は、この規約の定めにかかわらず、平成 21 年 10

月 1 日に始まり、平成 22 年 3 月 31 日に終わるものとする。 

３ 本会の平成 21 年 10 月 1 日に就任する役員の任期は、この規約の定めにかかわら

ず、平成 22 年 4 月 30 日までとする。 

 

附 則（平成 23 年 4 月 28 日 定例総会変更） 

この規約は、平成 23 年 4 月 28 日から施行する。 

 

附 則（平成 24 年 5 月 30 日 ＰＯＳＴ代表議会変更） 

  この規約は、平成 24 年 5 月 30 日から施行する。 

 

附 則（平成 25 年 1 月 30 日 ＰＯＳＴ代表議会変更） 

  この規約は、平成 25 年 1 月 30 日から施行する。 

 

附 則（平成 26 年 3 月 6 日 定例総会変更） 

この規約は、平成 26 年 3 月 6 日から施行する。 


